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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

区
で
は
︑
児
童
手
当
を
は
じ
め
と

す
る
各
手
当
の
ほ
か
︑
子
ど
も
医
療

費
助
成
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
︒

児
童
手
当
と
子
ど
も
医
療
費
助
成

の
申
請
は
︑
区
役
所
・
豊
洲
特
別
出

張
所
の
窓
口
の
ほ
か
︑
郵
送
︵
申
請

書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
︶
や
電
子
申
請
︵
政
府
運

営
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
内
の
ぴ
っ
た

り
サ
ー
ビ
ス
︵

▢
h
ttp
s:/
/
a
p
p
.

HP

o
ss.m
y
n
a
.g
o
.jp
/
A
p
p
lic
a
tio
n
/

se
a
rc
h
/︶︶
で
も
受
付
が
で
き
ま
す
︒

そ
の
他
の
手
当
は
︑
区
役
所
の
窓
口

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
︵
豊
洲
特
別

出
張
所
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
︶︒

各
手
当
お
よ
び
︑
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
︒

各
手
当
は
申
請
日
の
翌
月
分
か
ら

の
支
給
と
な
り
ま
す
︒
詳
細
は
︑
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
︑

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
給
付
係
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児
童
手
当

▢人
日
本
に
居
住
し
て
い
る

歳
に

15

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
�
月

日
31

ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
親
ま

た
は
養
育
者

﹇
手
当
額
︵
月
額
︶﹈

○
�
歳
未
満
：
 
�
︑
"
"
"
円

○
�
歳
～
小
学
校
修
了
前
︵
第
 
子

・
第
#
子
︶
：
 
"
︑
"
"
"
円

○
�
歳
～
小
学
校
修
了
前
︵
第
�
子

以
降
︶
：
 
�
︑
"
"
"
円

○
中
学
生
：
 
"
︑
"
"
"
円

○
所
得
制
限
限
度
額
以
上
：
児
童
 

人
当
た
り
一
律
�
︑
"
"
"
円

※
公
務
員
の
方
︵
独
立
行
政
法
人
等

に
勤
務
の
方
を
除
く
︶
は
︑
勤
務
先

に
確
認
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ
い
︒

子
ど
も
医
療
費
助
成

▢人

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

15

の
�
月

日
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

31

て
い
る
方

﹇
助
成
範
囲
﹈各
種
健
康
保
険
法
の
定

め
に
よ
る
医
療
機
関
等
に
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担
分

児
童
育
成
手
当

母
子
・
父
子
家
庭
ま
た
は
同
様
の

家
庭
︑
障
害
を
有
す
る
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
が
対
象
で
す
︒

育
成
手
当

▢人

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

18

の
�
月

日
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

31

て
い
る
方
で
︑
児
童
が
表
#
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合

﹇
手
当
額
︵
月
額
︶﹈

 
人
に
つ
き
 
�
︑
�
"
"
円

障
害
手
当

▢人
障
害
を
有
す
る

歳
未
満
の
児

20

童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
︑
児
童
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

○
身
障
手
帳
 
・
#
級
程
度
の
児
童

○
愛
の
手
帳
 
～
�
度
程
度
の
児
童

○
脳
性
ま
ひ
︑
進
行
性
筋
萎
縮
症
の

児
童

﹇
手
当
額
︵
月
額
︶﹈

 
人
に
つ
き
 
�
︑
�
"
"
円

児
童
扶
養
手
当

▢人

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

18

の
�
月

日
ま
で
の
児
童
︑
ま
た
は

31

歳
未
満
で
中
度
以
上
の
障
害
を
有

20す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
︑
母

ま
た
は
養
育
者
で
︑
児
童
が
表
#
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

﹇
手
当
額
︵
月
額
︶﹈

○
 
人
目

 
"
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#
"
～
�
#
︑
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"
円

○
#
人
目

�
︑
"
�
"
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"
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�
"
円
を
加
算

○
�
人
目
以
降

 
人
に
つ
き
�
︑
"
�
"
～
�
︑
"

$
"
円
を
加
算

特
別
児
童
扶
養
手
当

▢人
障
害
を
有
す
る

歳
未
満
の
児

20

童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
︑
児
童
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

○
身
障
手
帳
 
～
�
級
程
度
の
児
童

○
愛
の
手
帳
 
～
�
度
程
度
の
児
童

○
長
期
間
安
静
を
要
す
る
病
状
ま
た

は
精
神
の
障
害
に
よ
り
日
常
生
活

に
著
し
い
制
限
を
受
け
る
児
童

﹇
手
当
額
︵
月
額
︶﹈

○
重
度
︵
身
障
手
帳
 
・
#
級
︑
愛

の
手
帳
 
・
#
度
程
度
︶
の
児
童

 
人
に
つ
き
�
#
︑
#
"
"
円

○
中
度
︵
身
障
手
帳
�
級
︑
愛
の
手

帳
�
度
程
度
︶
の
児
童

 
人
に
つ
き
�
�
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�
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"
円

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成

▢人

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

18

の
�
月

日
ま
で
の
児
童
︑
ま
た
は

31

歳
未
満
で
中
度
以
上
の
障
害
を
有

20す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
︑
母

ま
た
は
養
育
者
で
︑
児
童
が
表
#
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

﹇
助
成
範
囲
﹈各
種
健
康
保
険
法
の
定

め
に
よ
る
医
療
機
関
等
に
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担
分
︵
世
帯
の
課
税

状
況
に
応
じ
︑
そ
の
一
部
ま
た
は
全

部
︶

�
月

日
︵
水
︶
に
今
年
度
 
回

15

目
と
な
る
﹁
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
︵
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム
︶﹂
の
全
国
一
斉

情
報
伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す
︒

こ
の
試
験
は
︑
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
自

動
連
携
し
て
い
る
機
器
を
実
際
に
動

か
し
て
動
作
確
認
を
行
う
全
国
的
な

試
験
で
︑
今
年
度
�
回
実
施
す
る
予

定
で
す
︒

ま
た
﹁
複
数
手
段
で
の
情
報
取
得

方
法
の
確
認
﹂
を
体
験
し
て
い
た
だ

く
目
的
で
︑
区
で
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と

の
自
動
連
携
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

下
表
の
方
法
で
試
験
を
実
施
し
ま
す
︒

▢時
�
月

日
︵
水
︶
午
前

時
ご

15

11

ろ﹇放
送
内
容
﹈

︵
上
り
チ
ャ
イ
ム
音
︶

こ
れ
は
︑
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で

す
︒︵
※
�
回
︶

こ
ち
ら
は
︑
防
災
江
東
で
す
︒

︵
下
り
チ
ャ
イ
ム
音
︶

※
国
内
の
災
害
等
の
状
況
に
よ
り
中

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒

※
全
国
的
に
防
災
行
政
無
線
放
送
を

含
め
た
試
験
が
実
施
さ
れ
る
た
め
︑

実
施
時
に
区
外
に
い
る
場
合
も
ご
留

意
く
だ
さ
い
︒

※
防
災
行
政
無
線
放
送
は
聴
取
環
境

に
よ
り
聞
こ
え
づ
ら
い
場
合
が
あ
り

ま
す
︒

﹇
今
後
の
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉
情

報
伝
達
試
験
日
﹈

○
$
月

日
︵
水
︶

28

○

月
�
日
︵
水
︶

12
○
令
和
#
年
#
月

日
︵
水
︶

19

﹇
こ
う
と
う
安
全
安
心
メ
ー
ル
の
登

録
方
法
﹈

①
a
n
s
h
in
.k
o
to
-c
ity
@
ra
id
e
n
.

k
ta
iw
o
rk
.jp
に
空
メ
ー
ル
を
送
信

︵
こ
の
ア
ド
レ
ス
は
下
記
の
二
次
元

コ
ー
ド
で
呼
び
出
せ
ま
す
︶

②
登
録
確
認
メ
ー
ル
を
受
信
し
た
ら
︑

メ
ー
ル
内
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク
セ
ス
し
︑

配
信
を
希
望
す
る
情
報
に
チ
ェ
ッ
ク

を
入
力

※
夜
間
等
も
メ
ー
ル
配
信
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
︒

国
民
年
金
は
︑
日
本
国
内
に
住
む

歳
以
上

歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

20

60

が
加
入
し
ま
す
︒

次
に
該
当
す
る
方
は
︑
区
民
課
年

金
係
︵
区
役
所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー
#

階

番
︶︑
豊
洲
特
別
出
張
所
・
各
出

20
張
所
ま
た
は
江
東
年
金
事
務
所
︵
亀

戸
�
︱

︱

�
︶
で
加
入
の
届
出
が

16

必
要
で
す
︒

①
会
社
を
退
職
し
た
と
き
︵
厚
生
年

金
等
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
︶

②
厚
生
年
金
等
の
加
入
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
た
配
偶
者
が
扶
養
か
ら
外
れ

た
と
き

③
外
国
か
ら
転
入
し
た
と
き

④
外
国
へ
転
出
し
た
と
き
︵
任
意
加

入
︶

※
区
民
課
年
金
係
ま
た
は
江
東
年
金

事
務
所
の
み
受
付

⑤
会
社
等
に
勤
め
て
い
な
い
方
が
20

歳
に
な
っ
た
と
き

⑥
年
金
に
一
度
も
加
入
し
た
こ
と
が

な
い

歳
以
上
の
方
が
国
民
年
金
に

20

加
入
す
る
と
き

※
⑤
⑥
以
外
の
届
出
は
︑
年
金
手
帳

等
の
基
礎
年
金
番
号
が
記
載
さ
れ
た

書
類
が
必
要
で
す
︒
ま
た
︑
①
②
の

届
出
は
︑
退
職
日
や
扶
養
削
除
日
を

確
認
で
き
る
書
類
も
必
要
で
す
︒
こ

の
ほ
か
の
必
要
添
付
書
類
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

※
厚
生
年
金
等
に
加
入
す
る
と
き
︑

国
民
年
金
第
�
号
被
保
険
者
と
な
る

︵
厚
生
年
金
等
に
加
入
す
る
配
偶
者

の
扶
養
に
な
る
︶
と
き
は
︑
勤
務
先

等
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
︒

届
出
を
忘
れ
る
と
︑
将
来
年
金
を

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

﹇
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
第
�

号
被

保
険
者
等
の
問
合
先
﹈

江
東
年
金
事
務
所
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課
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※5月分までは平成29年中、6月分から
は平成30年中の所得で判定
※扶養親族が5人以上の場合は1人につ
き38万円を加算
※生計中心者の所得で判定(夫婦の所得
の合算ではありません)

表1 児童手当所得制限限度額表

1人

4人

698万円2人

0人

736万円3人

扶養親族等の数

774万円

660万円
622万円
本人限度額

表2

○父母が離婚した児童
○母が未婚で出生した児童
○父または母が死亡・生死不明の児童
○父または母に引き続き1年以上遺棄されている児
童
○父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
児童
○父または母が引き続き1年以上拘禁されている児
童
○父または母に重度の障害がある児童(障害の内容
によっては該当しない場合あり)

①防災行政無線放送
②こうとう安全安心メール※登録者のみ。
③区ホームページ
④ツイッター([防災関連情報]@koto_bosai[江東区政全般]@city_koto)
⑤フェイスブック(@city.koto)
⑥一斉情報配信システム(災害協力隊や消防団等に配備)
⑦ケーブルテレビ(デジタル11ch)※契約者のみ。
⑧コミュニティFM(88.5MHz)
※緊急速報メール(エリアメール)での試験実施はありません。

▢問 危機管理課危機管理係☎3647-9382、℻3647-9651

[情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法]

▲こうとう安全
安心メール
二次元コード




